
 裏面もご覧ください。  

保護者のみなさまへ 

 

令和６年度 就学援助制度のお知らせ   

 
浜中町教育委員会では、小・中学校児童生徒の保護者のみなさまの経済的な負

担を軽減し、お子さまが学校で楽しく学習することができるよう、学用品費用等、

学校生活に必要な費用の一部を援助する『就学援助』を行っております。 

※1：令和５年度に就学援助を受けている方も、改めて申請が必要です。 

※2：入学前支給を受けた方も再度申請が必要です。 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 現在、生活保護を受けている世帯 

⚫ 生活保護により援助を受けていたが、停止又は廃止になり経済的にお困りの世帯  

⚫ 町民税の非課税や減免を受けている世帯 

⚫ 事業税や固定資産税の減免を受けている世帯 

⚫ 国民年金や国民健康保険の掛金の減免を受けている世帯 

⚫ 児童扶養手当を受給している世帯（児童手当・特別児童手当のみの場合は対象外）  

⚫ 生活福祉資金の貸付を受けている世帯 

⚫ 世帯全員の収入が少なく、経済的にお困りの世帯 

⚫ 新型コロナウイルス等の影響により、前年の収入額が少ない世帯 

援助の内容

 

援助の

⚫ 学用品費等 

⚫ 通学用品費 

⚫ 生徒会費 

⚫ ＰＴＡ会費 

 

⚫ 修学旅行費 

⚫ 校外活動費 

⚫ クラブ活動費 

⚫ 卒業アルバム代等 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給までの流れ

〔４月中旬〕 〔５月中旬〕 〔５月下旬〕 〔６月下旬〕 

受けられる援助額

 

【学用品等費】※年２回に分けて支給 

●新入生…７０，２９０円 

●在校生…１５，５００円 

【校外活動費（宿泊を伴う）】 

●実施学年…３，６９０円（上限） 

【修学旅行費（交通・宿泊・見学料等）】 

●実施学年…２２，６９０円（上限） 

【クラブ活動費】 

●全学年…２，７６０円（上限） 

【ＰＴＡ会費】※１世帯分のみ 

●全学年…３，４５０円（上限） 

【卒業アルバム代等】 

●６学年…１１，０００円（上限） 

 

 

 

【学用品等費】※年２回に分けて支給 

●新入生…８８，０４０円 

●在校生…２７，３１０円 

【校外活動費（宿泊を伴う）】 

●実施学年…６，２１０円（上限） 

【修学旅行費（交通・宿泊・見学料等）】 

●実施学年…６０，９１０円（上限） 

【クラブ活動費】 

●全学年…３０，１５０円（上限） 

【ＰＴＡ会費】※１世帯分のみ 

●全学年…４，２６０円（上限） 

【生徒会費】 

●全学年…５，５５０円（上限） 

【卒業アルバム代等】 

●３学年…８，８００円（上限） 

 

 

 

※入学前支給を受けた方は、上記の金額から２月に支給された金額を差し引いた金額が 

支払われます。 

※年度途中での認定の取消や承認があった場合、月割や日割をする場合があります。 

・
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小 学 校 中 学 校 

〔５月上旬〕 
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申込・認定に関することなど、下記までお問い合わせください。 

浜中町教育委員会 管理課学校教育係 ℡：６２-２３８３（直通） 



 

 

１ 提出書類 

  別紙「令和６年度就学援助費受給申請書」 

 

２ 提出期日 

  ①在校生：令和６年４月１１日（木） 

  ②新入生：令和６年４月１８日（木） 

 

３ 提出先 

  お子さんが通う小・中学校 

 

４ 注意点 

（１） 令和５年度に就学援助制度を受けている方・令和６年２月に入学前支給を受けて

いる方も、あらためて申請をしてください。 

（２） 小学校と中学校へ通うお子さんがいる場合、各学校に申請書を提出してください。  

（３） 提出した申請書の内容が変更となった場合は、速やかに申出をお願いします。 

（４） 就学援助の受給条件を満たしているか確認するための同意が必要となります。

（生活保護・児童扶養手当等の支給を受けているか、世帯の合計所得が認定基準

かどうか等） 

（５） 必要事項の記入漏れ等があった場合は、認定が遅れることもあります。 

（６） 認定調査の結果、認定とならないこともありますので、あらかじめご了承くださ

い。 

 

 

 

 

 

申請について 

記入について 

裏面の〝記入の仕方″を 

参考に、申請書の記入を 

すすめてください。 

記入漏れや間違いが 

多数見受けられるため 

十分に確認を 

お願いします！ 



 
記入の仕方 

 

該当するものに 

○を記入する 上記理由に該当しない場合は、 

こちらに○をし、理由を記入する。 

（例）世帯収入が少ないため 等 

記入の仕方 

提出日を記入 

必ず押印 

シャチハタ 

は不可 

 

学年と学校は 

R6.4.1 以降の状

況を記入 

該当児童生徒と 

同世帯の家族のみ記入。 

※別世帯の家族は記入の必要なし 

該当するものに 

○を記入する 上記理由に該当しない場合は、 

こちらに○をし、理由を記入する。 

（例）世帯収入が少ないため 等 



様式第１号

浜中町教育委員会あて

印

続柄 性別 年齢 学校名 学年

1

2

3

4

続柄 性別 年齢 勤務先又は学校名 学年

5 本人

6

7

8

9

10

※同一生計であるが、住所が違う世帯員がいる場合は記入してください。

※１生活保護受給の種類のひとつ　※２ひとり親世帯等に支給される手当で、児童手当とは違います。

【教育委員会記載】※記入しないでください。

決 定 日

該当
児童
生徒

備　考

家族
構成

※１
上記
該当
児童
生徒
以外

調
査
内
容

[　]世帯全員の所得を計算したところ需要額は　　　　となり、1.3以下である。

[　]世帯全員の所得を計算したところ需要額は　　　　となり、1.3を超えている。

[　]上記の調査をしたが、以下の理由で対象とならない。

認 定 判 定 結 果 認定　・　不認定 令和６年　　　月　　　日

[　]世帯全員が国民年金掛け金の免除対象者である

[　]児童扶養手当受給対象世帯である　　[　]　　　　　　税の減免世帯である

[　]生活保護受給世帯である　[　]町道民税の非課税又は減免世帯である

[　]生活保護の廃止又は停止世帯であり、家族構成等に変更はない

[　]現在、教育扶助(※1)を受給　[　]半年以内に教育扶助が廃止又は停止　[　]国民年金掛金の免除

[　]個人事業税又は固定資産税の減免　[　]町道民税の非課税又は減免　[　]児童扶養手当(※2)の受給

[　]生活福祉資金の貸付　[　]現在生活保護は受けていないが、保護を必要とする。

[　]上記には該当しないが、以下の理由で就学援助を受けたい。

【申請理由】※該当する[　]に○を記入してください。

氏　　　名 生年月日

申　請　者

※下記家族構成欄５の申請者の欄に生年月日等を記入ください 電話番号

※記入にあたっての注意事項を裏面に記載しておりますので、記入前に確認ください。

氏　　　名 生年月日

令和６年度就学援助費受給申請書

申請日 令和６年   月　　日

私は子どもの就学に係る費用等について援助を受けたく、浜中町教育委員会が就学援助に係る
保護認定をするにあたり必要とする下記調査項目について、住民登録上の世帯及び家族構成欄に
記載している全員の調査をすることに同意いたします。

住　所 氏　名

整理

番号



様式第１号

【問合せ先】

１

２

３

４

５

６

7

・申請に係る学校や学年等については「令和６年４月１日」現在の状況を記入して
ください。

・調査同意に係る住所氏名については、自署で記入し、印鑑（シャチハタは不可）
を押してください。

・調査票の記入に間違った場合は、修正液等での修正は認められません。間違いの
あった箇所に線を引き、印鑑を押して訂正してください。
・なお、調査同意に係る氏名については、印鑑での訂正は認められませんので、注
意ください。

・家族構成とは、「同居はしていないが、生計は一緒である者」も対象となりま
す。
・・例①　仕事の都合上、夫の住民票は浜中町にないが、子供の扶養をしている。
・・例②　妻の父母が老人ホームに入居しているが扶養にしている。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……など。

・申請者と住所が異なる者がいた場合は備考欄に住所を記入してください。

・手続きの関係上、原則お子さんの通う小学校又は中学校に調査票を提出していた
だきますが、そのため、小学校と中学校に通うお子さんがいる家庭については、該
当児童生徒の欄の記入に注意願います。
・小学校に提出する調査票の該当児童生徒欄に小学校に通うお子さんのことを記載
し、中学校に通うお子さんについては、家族構成欄に記載してください。

・上記のほか、記入にあたって不明な点については下記【問合せ先】まで連絡願い
ます。

記入にあたっての注意事項

浜中町教育委員会　管理課　学校教育係

電話番号（直通）６２‐２３８３


